
 

 

第 11回ジェトロ環境社会配慮ガイドライン改定 WG会合次第 

 

 

１．日時： 

2013年 12月 13日（金）13：00～14：30 

 

２．場所： 

ジェトロ本部 6階 H会議室 

 

３．次第： 

１）事務連絡（事務局） 

２）修正ガイドライン最終精査 

 

以上 

              

 



 
 

                                                  2013年 12月 13日   

                                                     

 

2013年度第 8回（通算第 11回） 

ジェトロ環境社会配慮諮問委員会ガイドライン改定 WG会合出席者 

 

 

（諮問委員） 

 ＜学識経験者＞ 

原科 幸彦  千葉商科大学政策情報学部教授（東京工業大学名誉教授） 

村山 武彦  東京工業大学大学院総合理工学研究科環境理工学創造専攻教授 

   柳 憲一郎  明治大学法科大学院教授 

 

＜産業界＞ 

高梨 寿   社団法人 海外コンサルティング企業協会 専務理事 

 

（ジェトロ） 

総務部総務課長                    西本 敬一 

機械・環境産業部インフラ・プラント 

ビジネス支援課長             村上 義 

   同課職員                 小林 恵介 

総務部環境社会配慮審査役         作本 直行 

 

（事務局） 

   総務部主幹                      佐々木 光 

   総務部総務課職員             長島 東子 

 

 

以上 





















































(別紙１)

○ ○ ①有害化学物質や農薬を含む製品の輸出入

○ ○ ②有害廃棄物の輸出入

○ ○ ③製品使用後の有害廃棄物発生 IFCパフォーマンス基準、EU-WEEE指令

○ ○
④事業所、工場からの汚染物質、有害廃棄物等
　 の排出

○ ○ ⑤危険、有害物質の使用

○ ○

⑥強制労働、児童労働の禁止、労働組合、団体
   交渉権、最低賃金等地元法律、国際基準
   によって認められた労働者の権利に対する侵害

○ ○ ⑦雇用における差別

○ ○ ⑧危険、非衛生的な職場での雇用

○ ○
⑨事業所、工場建設に当たっての環境社会影響
   評価の不実施

○ ○ ⑩用地取得に伴う非自発的な住民移転の発生

○ ○ ⑪地域住民との自然資源利用の競合

○ ○ ⑫災害や事故、緊急時の対応の不徹底

○
⑬森林不法伐採、動植物の生育環境破壊、
  希少動植物の商業利用、偶発的な外来種の移入

○ ⑭汚職、腐敗、賄賂、不透明な金品の授受等

○ ○
⑮バイオ、ナノテク等の先端分野において安全性
   の点で議論があるような技術、製品の流入

○ ○
⑯市民に対する環境情報の非開示、意思決定過
   程への不参加等

オーフス条約

バーゼル条約

国連グロー
バルコンパ
クト、
OECD多国
籍企業ガイ
ドライン

ＩＦＣパフォー
マンス基準

国連グロー
バルコン
パクト、
OECD多
国籍企業
ガイドライ
ン

ストックホルム条約、
ウィーン条約、モント
リオール議定書、京
都議定書、ロンドン
条約

多国籍企業及び社
会政策に関する原
則の三者宣言（ILO）

国連グローバルコンパクト

ロッテルダム条約、ストックホルム
条約、ＩＦＣパフォーマンス基準、
EU-RoHS指令、EU-REACH規則

<貿易・投資促進事業において想定し得るリスクの判断に参考となる国際条約や協定等>

生物多様性条約、ラムサール条約、
ワシントン条約

国連グローバルコンパクト、OECD多国籍企業ガイ
ドライン、OECD外国公務員贈賄防止条約

カルタヘナ議定書

想定されるリスク 国際条約や協定等
我が国中小企業
等の輸出促進

我が国中小企業
等の海外進出支

援
対日投資の促進

開発途上国との貿
易取引の拡大等
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